
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

１．決定事実に関する組織及び開示プロセス

２．発生事実に関する組織及び開示プロセス

３．決算情報に関する組織及び開示プロセス

○取締役会開催の２日前

各部門
（関連会社含む）

管理部
グループ経営企画室

取締役会決議事項の報告

決議事項の取りまとめ
決定事実の確認
開示書類の作成

会計監査人

相談

○取締役会

取締役会

決議事項

管理部
グループ経営企画室

決議

指示

開示

○重要事項の未発生時

各部門
（関連会社含む）

取締役会

発生の虞がある事項に
ついて報告

継続的な報告

を

事前審議

○重要事項の発生時

発生事実の確認

各部

担当者

部門長

報告

報告

管理部
グループ経営企画室

会計監査人

指示

相談

開示

○決算情報の処理

各部門
（関連会社含む）

管理部
経理グループ

管理部
グループ経営企画室

決算関連数値の報告

財務諸表の作成

会計監査人

財務諸表・
注記情報の提供

開示書類の作成

相談

取締役会

管理部
グループ経営企画室

決議

指示

開示

○取締役会の開催

開示書類の作成

臨時取締役会


